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地域社会のニーズへの
対応と収益確保
～行政財産の積極的な活用～

〔公用財産（那覇第二地方合同庁舎）〕 〔公共用財産（海洋博公園）〕

琉
球
大
学
に
お
け
る
特
別
講
義
の
開
催

〜
日
本
の
財
政
の
現
状
と
課
題
〜

　
1
月
23
日
、
財
務
省
主
計
局
調
査
課

出
川
課
長
補
佐
を
講
師
と
し
て
招
き
、
琉

球
大
学
に
お
い
て
「
日
本
の
財
政
の
現
状

と
課
題
」
に
つ
い
て
、
特
別
講
義
を
開
催

し
ま
し
た
。
当
日
は
、
約
1
1
0
名
の
学

生
が
参
加
し
ま
し
た
。
　

　
今
回
は
講
義
の
前
に
財
政
や
広
報
手
法

に
関
す
る
少
人
数
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
実

施
し
、
学
生
の
生
の
声
を
聞
き
ま
し
た
。

　
特
別
講
義
で
は「
財
政
の
現
状
」や「
財

政
悪
化
の
原
因
」
な
ど
に
つ
い
て
講
師
か

ら
学
生
へ
質
問
を
し
、
学
生
も
積
極
的
に

回
答
す
る
な
ど
活
発
な
講
義
と
な
り
ま
し

た
。

　
財
政
の
悪
化
の
要
因
は
、
少
子
高
齢
化

に
よ
っ
て
社
会
保
障
給
付
費
が
増
大
し
、

こ
れ
を
賄
う
財
源
を
確
保
出
来
て
い
な
い

た
め
だ
と
解
説
し
、
こ
の
ま
ま
国
債
等
の

借
金
が
増
加

す
る
状
況
が

続
け
ば
、
将

来
世
代
が
受

け
取
れ
る
公

共
サ
ー
ビ
ス
の

減
少
や
負
担

が
増
加
す
る

可
能
性
が
あ

る
と
の
説
明

が
あ
り
ま
し

た
。
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そ
こ
で
、
社
会
保
障
と
税
の一体
改
革

に
よ
り
教
育
の
無
償
化
や
社
会
保
障
の
充

実
な
ど
を
実
施
し
、
す
べ
て
の
世
代
が
安

心
感
と
納
得
感
を
得
ら
れ
る
全
世
代
型
の

社
会
保
障
制
度
へ
転
換
を
行
っ
て
い
る
こ

と
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

　
講
義
に
つ
い
て
の
学
生
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

で
は
「
社
会
保
障
制
度
と
財
政
改
革
の
バ

ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
は
難
し
い
が
他
人
事

で
は
な
く
重
要
な
課
題
だ
と
感
じ
た
」「
将

来
を
担
う
私
た
ち
が
日
本
の
未
来
に
つ
い

て
何
ら
か
の
形
で
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
必

要
だ
」
な
ど
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　
財
務
部
で
は
こ
れ
か
ら
も
財
政
や
経
済

に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め

に
、
特
別
講
義
や
講
演
会
な
ど
を
積
極
的

に
開
催
し
て

い
き
た
い
と

考
え
て
お
り

ま
す
の
で
、

講
師
派
遣
の

ご
希
望
が
ご

ざ
い
ま
し
た

ら
財
務
課
広

報
担
当
ま
で

ご
相
談
下
さ

い
。

　財
務
部
財
務
課
広
報
担
当
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講師の出川課長補佐

ミーティングの様子

沖縄総合事務局長決定に係る船員最低賃金【効力発生日：令和2年3月28日】 （すべて月額）

船
員
の
特
定
最
低
賃
金
が
改
正
さ
れ
ま
す

〜
二
業
種
と
も
１
，１
０
０
円
引
き
上
げ
〜
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運輸部船舶船員課　☎098ー 866ー 1838

（注）
1. 若年職員とは、船舶職員養成施設のうち、特定の養成施設の課程を修了した後の勤務期間が、当該課程ごとに定める期間に満たない者をいう。
2. 上記の業種に適用する船舶の範囲（適用地域：沖縄総合事務局管内）
（1）沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業

国内各港間のみを航海する船舶のうち、平水区域を航行する船舶、沿海区域を航行区域とする総トン数 100トン未満の鋼船、木船の船舶
所有者

（2）沖縄海上旅客運送業
旅客運送の用に供する船舶のうち、平水区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする総トン数 100トン未満の船舶、100トン
以上の船舶でその航行区域が平水区域から当該船舶の最大速力で 2 時間以内に往復できる区域内に限定されている（限定沿海区域）船
舶の船舶所有者

沖縄内航鋼船運航業及び
木船運航業

職員

若年職員

部員

部員（海上経歴３年未満）

職員

部員
沖縄海上旅客運送業

業　種　別 職　種　別 最低賃金額
（改正前の額）
249,550 円
（248,450 円）
233,100 円
（232,000 円）
190,950 円
（189,850 円）
181,650 円
（180,550 円）
246,450 円
（245,350 円）
185,000 円
（183,900 円）

1,100 円
（0.44％）
1,100 円
（0.47％）
1,100 円
（0.58％）
1,100 円
（0.61％）
1,100 円
（0.45％）
1,100 円
（0.60％）

引き上げ額
（増加率）

　
令
和
元
年
12
月
23
日
、
沖

縄
地
方
交
通
審
議
会
（
会
長 

宮
里 

猛
）
か
ら
沖
縄
総
合
事

務
局
長
（
吉
住 

啓
作
）
に
対

し
て
「
沖
縄
内
航
鋼
船
運
航

業
及
び
木
船
運
航
業
最
低
賃

金
」
及
び
「
沖
縄
海
上
旅
客

運
送
業
最
低
賃
金
」
の
改
正

に
関
す
る
答
申
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
を
受
け
答
申
ど
お
り

の
改
正
を
決
定
し
、
現
在
、

改
正
決
定
の
官
報
公
示
が
行

わ
れ
て
お
り
、
令
和
2
年
3
月

28
日
か
ら
改
正
発
効
さ
れ
ま

す
。

　
船
員
の
最
低
賃
金
は
、
最

低
賃
金
法
の
特
例
規
定
に
よ

り
、
業
種
・
航
行
区
域
・
総

ト
ン
数
の
区
分
別
に
国
土
交
通

大
臣
又
は
地
方
運
輸
局
長
等

に
よ
り
月
額
で
決
定
さ
れ
ま
す

が
、
沖
縄
管
内
で
は
「
沖
縄

内
航
鋼
船
運
航
業
及
び
木
船

運
航
業
」
及
び
「
沖
縄
海
上

旅
客
運
送
業
」
の
二
業
種
の

最
低
賃
金
が
設
定
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
上
記
二
業
種
の
最
低
賃
金

は
、
職
員
（
船
長
や
機
関
長

等
の
役
職
の
あ
る
者
）、
部
員

（
職
員
以
外
）
そ
れ
ぞ
れ
の
職

種
毎
に
最
低
賃
金
額
が
設
定

さ
れ
、
改
正
さ
れ
る
最
低
賃
金

は
表
の
と
お
り
で
す
。

　
な
お
、
大
臣
決
定
の
最
低

賃
金
は
、
令
和
2
年
1
月
に

改
正
さ
れ
て
お
り
、
他
の
地
方

運
輸
局
等
に
お
い
て
も
同
様
に

年
度
内
に
改
正
が
予
定
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

　国有財産の管理及び処分を規定する国
有財産法では、国有財産を「行政財産」
とそれ以外の財産である「普通財産」に分
類しています。
　「行政財産」は、国が行政目的で使用し
ている財産であり、管理している各省各庁
の長が、「その用途又は目的を妨げない限
度」において、貸付け、使用又は収益の
許可（以下「使用許可」という。）を行う
ことができます。
　県内でも、庁舎の一部を職員や来庁者な
ど庁舎の利用者のための食堂や売店等とし
て使用許可している事例や、防衛施設周辺
における良好な生活環境等を確保し、当該
防衛施設の安定的運用に資することを目的
に緑地帯その他の緩衝地帯として整備して
いる土地を、公共の駐車場や防災倉庫敷
地として使用許可している事例があります。
　活用可能な行政財産については、より積極的な活用を進めるため、今般、使用許可の取扱いが見直され、
財務局（沖縄県では当局財務部）が、その所在や面積などの情報を各省各庁から収集・取りまとめたうえで、
一元的に発信していくこととなりました。
　情報提供は、まず地方公共団体に対して行いますが、地方公共団体から利用要望がない財産については、
当局のホームページ上で広く利用要望の募集を行います。

　沖縄総合事務局では、活用可能な行政財産については、地域社会による更なる活用を促すことで、利用内容
やニーズに応じた一層の有効活用を図るとともに、更なる収益確保につながるよう、最適利用を推進していきます。

　財務部管財総括課　☎098ー 866ー 0096

公用財産
【庁舎、宿舎等】

公共用財産
【国道、河川、国営公園等】

行
政
財
産

国有財産

普
通
財
産

皇室用財産
【皇居、御所等】

森林経営用財産
【国有林野事業のための国有林野】

出所：財政制度等審議会第47回国有財産分科会　配付資料から抜粋
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